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「登米市教育振興基本計画」の見直しに当たって 

 

平成１７年４月の市町村合併によって登米市が誕生して１５年が経過し、本市を取

り巻く社会状況は、合併当初と比べ大きく変貌しています。 

こうした中、学校教育においては、学習指導要領の趣旨を踏まえ、確かな学力の向

上や社会性の育成などを目指し、幼稚園や小・中学校の連携を図るとともに、家庭の

教育力、地域の教育力を生かしながら、地域とともに歩む、信頼される学校づくりを

推進しているところです。 

また社会教育においては、地域課題の解決に向けた学習に取り組み、地区コミュニ

ティ組織との連携により、社会教育施設・環境の整備を進めているほか、市民総スポ

ーツの推進と競技力の向上、さらには、市民の豊かな感性と情操を養い、新しい芸術・

文化創造の支援を行っているところでもあります。 

国は、教育委員会改革をはじめとして、新たな教育政策を矢継ぎ早に展開しようと

していますが、教育行政の大きな転換期に当たって、本市においても、５年後、１０

年後を見据えた教育行政を展開していくことが求められています。 

 そこで、国が教育基本法に定める理念の実現と、教育振興を総合的、計画的に推進 

していくために策定した教育振興基本計画を参酌し、本市における教育振興のための 

施策に関する基本計画として、５年後の令和２年度を目標とした「登米市教育振興基 

本計画」を平成２７年度に策定したところですが、今年度改定を行った第二次登米市 

総合計画基本計画や、新型コロナウイルス感染症への対応など重要施策との調整が必 

要となることから、現行計画の期間を１年間延長し、目標を令和３年度に変更します。 

市民、関係者の皆様には、計画期間見直しの趣旨をご理解いただきますとともに、

本計画に掲げた重点的取組の実施に当たりましては、一層のご支援・ご協力をお願い

たします。 

 

  令和３年２月 

 

登米市教育委員会      

教育長 高 橋 富 男 

 



 

- 2 - 

 

【目次】 
 
１ 登米市を取り巻く社会状況 

（１）人口減少と少子高齢化の進行 ……………………………………… ３ 

（２）国際化の進展 ………………………………………………………… ４ 

（３）高度情報化の進展 …………………………………………………… ４ 

（４）労働環境の変化 ……………………………………………………… ４ 

（５）環境問題の深刻化 …………………………………………………… ４ 

（６）家庭や地域の変化 …………………………………………………… ５ 
（７）分権型社会の進展と厳しい財政状況 ……………………………… ５ 

（８）国・県の教育行政の動向 …………………………………………… ５ 

（９）新型コロナウイルス感染症への対応 ……………………………… ５ 

 

２ 学校教育の現状と課題 

（１）子どもたちの状況  
  ① 学力について ……………………………………………………… ６ 

  ② 中学校卒業後の進路について …………………………………… ６ 

  ③ 道徳・規範意識等について ……………………………………… ７ 

  ④ 不登校・いじめ等について ……………………………………… ７ 

  ⑤ 体力・運動能力について ………………………………………… ８ 

  ⑥ 特別支援教育について …………………………………………… ９ 

（２）学校の教育環境の状況  
  ① 教育施設について ………………………………………………… ９ 

  ② 児童・生徒について ………………………………………………１０ 

  ③ 学校運営について …………………………………………………１１ 
 

３ 家庭・地域における教育環境の現状と課題  
  ① 家庭の教育環境について …………………………………………１２ 

  ② 地域の教育環境について …………………………………………１２ 

  ③ 安全・安心の確保について ………………………………………１２ 

 

４ 生涯学習の現状と課題 
……………………………………………………………………………１３ 

 
５ 教育の目指す姿 

……………………………………………………………………………１４ 

 

６ 計画の目標 

……………………………………………………………………………１５ 
 

７ 施策の展開 
（１）基本的方向 ……………………………………………………………１５ 

（２）重点的取組 ……………………………………………………………１６ 

 別紙 登米市教育振興基本計画体系図 …………………………………１７ 

 



 

- 3 - 

 

 

登米市教育振興基本計画 

 

１ 登米市を取り巻く社会状況 

 

（１）人口減少と少子高齢化の進行 

  昭和 60 年度に 99,000 人を数えた本市の人口は、その後平成に入ってから減少を

続け、平成 26 年度には 83,000 人台にまで減少しています(図１参照)。これに呼応す

るように、市内の児童・生徒数も減少し、平成 11 年度約 1 万人だった児童・生徒数

が平成 30 年には 6,000 人を下回っております（図２参照）。このような児童・生徒

の減少により、学校規模の縮小とそれに伴う教育活動や部活動の実施上の制約、限ら

れた交友関係による社会性の育成への弊害なども憂慮されています。 

 こうした中、平成 26 年 5 月、日本創世会議人口減少問題検討分科会が発表した「人

口再生産力に着目した市区町村別将来推計人口について」は、将来消滅可能性都市に

登米市が入るという大変衝撃的な内容でした。 

  このように本市は、今後も少子高齢化に伴う人口減少が進むと推測されており、

人口減少社会の到来は、本市における大きな問題となっています。 

 

       

（年度） 

（年度） 

R1 
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（２）国際化の進展 

  ＴＰＰ交渉への参加をはじめ経済活動のグローバル化が進み、国際競争が激化す

るとともに、国の枠を超えて様々な分野で『人・もの・情報』の交流が拡大してい

ます。 

  社会・経済のグローバル化の中で、他国の文化を理解する姿勢の育成と、自らが

住む地域の伝統・文化の理解を深めることが大切になってきます。いわゆるグロー

カルな視野を持った、世界に通用する人材の育成が重要となります。 

 

（３）高度情報化の進展 

   高速通信技術の急速な進歩に伴う、インターネットやスマートフォン等の普及

は、生活の利便性を大きく向上させるとともに、社会生活の在り方を大きく変化さ

せました。 

  一方で、情報の氾濫、インターネット等を悪用した犯罪やいじめ、個人情報の流

出等の問題も発生しています。 

知識基盤社会の到来は、高度情報化に対応できる情報の収集・活用能力を身につけ

るとともに、情報セキュリティ、情報モラル等の対応能力の育成も求められていま

す。 

     

（４）労働環境の変化 

   基幹産業である農業は生産性向上を目指し、農地流動化・作業受委託を進め、担

い手への農地利用集積による経営規模の拡大を推進しています。 

その結果、小規模農家の離農も増加しています。さらに、雇用条件の規制緩和に

よる企業の雇用形態の変化によって、パート、アルバイト、契約社員、派遣社員等

の非正規就業者が増加するなど、労働環境が大きく変化しています。 

  また、労働環境の変化とともに、若者の目的意識の希薄さが指摘されているとこ

ろであり、産・学・官の連携の下、勤労観・職業観の育成をはじめ、自らの在り方・

生き方を考える教育の必要性が高まっています。 

 

（５）環境問題の深刻化 

   地球温暖化やオゾン層の破壊など地球規模で環境を脅かす問題の解決が大きな

課題となっています。本市は、ラムサール条約指定登録湿地『伊豆沼・内沼』をは

じめ、豊かな美しい自然環境に恵まれていますが、生活環境の変化に伴う水質の悪

化をはじめ、複雑化・多様化する環境問題を避けて通ることはできない状況にあり

ます。 

  そのため、持続可能な社会の構築を目指し、一人一人が日々の生活の中で強く『環

境』を意識していくことが大切であり、教育の果たす役割も重要になっています。 
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（６）家庭や地域の変化 

   少子化・高齢化や核家族化の進行、共働き世帯や単身世帯の増加、さらには、育

児不安やしつけへの自信喪失など家庭の教育力の低下、地域のつながりの希薄化が

指摘され、子どもの育つ生活環境が大きく変化しています。 

このような状況の中で、学校、地域が連携を図りながら、社会全体で子どもの安

心・安全の確保や子育てを行う親を支援していくことが求められています。 

 

（７）分権型社会の進展と厳しい財政状況 

  分権型社会への移行に伴い、地方公共団体が自己責任・自己決定の原則に基づい

て、個性的で活力のある地域社会を築き上げていくことが求められています。 

一方、厳しい財政状況を踏まえ、限られた財源を有効に活用し、施策を実施して

いく体制づくりも求められています。 

  教育行政においても、学校、教員のみならず、地域社会や NPO 等地域に存在する

多様な教育資源を十分に活かしながら、効果的に施策を実施し、次代を支える人づ

くりに取り組んでいくことが重要となっています。 

 

（８）国・県の教育行政の動向 

  国は経済再生と並ぶ重要な政策課題として教育再生を掲げ、「世界トップレベル

の学力と規範意識、歴史や文化を尊ぶ心を持つ子どもたちを育む」とし、いじめ防

止対策推進法の制定、教育委員会制度の見直しなど様々な改正に着手しました。さ

らに、グローバル化に対応した教育環境づくりなどが教育再生会議から提言されて

います。 

  また宮城県でも、これまでの教育振興計画の進捗状況や成果と課題、社会情勢の

変化に伴う新たな対応などをもとに第２期宮城県教育振興基本計画が策定されたと

ころであり、国や県の教育改革の動向を踏まえた適切な対応が求められています。 

 

（９）新型コロナウイルス感染症への対応 

国内外で新型コロナウイルス感染者が増加している中、市内においてもクラスタ

ーが発生するなど感染者の拡大が懸念されています。感染から自らの体を守り、大

切な人を守るために一人一人が危機意識を高め、日常生活の様々な場面での手洗い

や身体的距離の確保、マスクの着用などの「新しい生活様式」が求められています。 

これまで想定し得なかった新しい感染症の発生により、人々の安全で安心な暮らし

への意識が高まっており、今後、ウィズコロナ・ポストコロナ時代における新しい

感染症に対応した学校教育・社会教育を推進していくための方策が重要となってい

ます。 
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２ 学校教育の現状と課題 

（１）子どもたちの状況 

 ①学力について 

  「全国学力・学習状況調査」や「登米市標準学力調査」の結果から、本市児童・

生徒の学力は、実施年度や実施学年によって若干の差異はあるものの、全国平均に

近づいてきています。しかし、学年を追うごとに全国平均との乖離が見られたり、

依然として活用問題が全国平均を下回るなど、改善への取組が必要です（図３参照）。 

  一方、家庭学習の時間は、小学校では全国平均をやや上回っているものの、中学

校では全国平均を下回っており、家庭学習の質と量の向上を図っていく必要があり

ます。 

 

 ②中学校卒業後の進路について 

高校進学率は毎年 100％に近い状況にあります（図４参照）が、明確な目標や目的

を持たずに進学先を決定して

いる生徒も少なくありませ

ん。 

今後も、地域の高等学校や

企業等との連携を強め、児

童・生徒が自己理解を深め、

主体的に進路選択する能力や

態度を養い、しっかりとした

勤労観や職業観を身に付け、

高い志を持って社会人・職業

人として自立していくことが

できるような教育が求められ

ています。 

 

（年度） 

公立高校

（登米地区）

66.9%

公立高校

（栗原地区）

10.6%

公立高校

（県内の他

地区）

9.8%

私立高校

7.4%

国立高専

0.8%

特別支援

1.6%

就職他

2.9%

図４ 平成26年度市内中学生の進路状況
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③道徳・規範意識等について 

子どもを取り巻く環境の変化、家庭や地域社会の教育力の低下、自然体験や社会

体験の減少等から、生命尊重の心、自尊感情、規範意識、人間関係を形成する力等

が育ちにくくなり、子どもの心の活力が弱まっているとの指摘があります。 

また、社会参画への意欲や態度の形成も求められています。  

道徳教育に取り組む体制を一層充実するとともに、多様な社会体験や自然体験、読

書活動等を通じて、基本的な生活習慣や人間関係を形成する上で基本となる規範意

識、命を大切にする心、他者を思いやる心などを育んでいくことが求められていま

す。 

 

④不登校・いじめ等について 

平成 25 年度の不登校児童生徒の割合は、小学校で 0.59％（図５参照）、中学校 

では 2.75％（図６参照）となっています。平成 24 年度までは県の割合を下回ってい

たものの、平成 25 年度には増加に転じ、特に小学校においては 3 倍近い伸びとなっ

ていることから、スクールカウンセラー等による相談体制の整備強化や「けやき教

室」等の活用を進めるなどの対策が必要です。 
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また、いじめについては、各種アンケート調査をもとに早期発見に努めています。 

認知件数は増加しましたが、深刻ないじめに発展するようなケースはほとんどあ

りません。しかし、インターネットやスマートフォンを介したトラブルも散見する

ようになっており、多様化・複雑化への対応が求められます。 

今後は、いじめ等の問題行動をいち早く把握し迅速に対応するため、関係機関と

学校・家庭・地域が連携したきめ細かな支援が必要です。 

 

⑤体力・運動能力について  

  本市の児童・生徒は、体格の面では全国・県平均を上回っています。体力・運動

能力においても、多くの種目で県平均を上回り、全国平均とほぼ同じになってきて

いますが、全国・県と比較して反復横跳びをはじめ体重を移動させる種目で平均を

下回る状況にあります。 

一方、小・中学校全学年を通じて「肥満傾向」の割合が全国・県平均を大きく上

回り、中には、出現率が 20％を超える学年があるなど、憂慮すべき状況です（図７・

図８参照）。 
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⑥特別支援教育について 

児童・生徒数が減少している中、特別支援学級の在籍数は、平成 17年度の 73 人

から平成 26年度には 123 人と増加してきています（図９参照）。 

さらに、通常学級に在籍する学習障害（LD）、注意欠陥多動性障害（ADHD）、高

機能自閉症等、特別な支援が必要な児童・生徒の増加も顕著です。  

そのため、こうした児童・生徒に対応した教育環境の整備を進めるとともに、専 

門機関と連携しながら、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導及び必要な支

援を行う体制づくりが求められています。 

   

73
93

117 123

0

20

40

60

80

100

120

140

H17 H21 H25 H26

（年度）

図９ 特別支援学級在籍児童・生徒数の推移（人）

 

 

 

（２）学校の教育環境の状況 

 ①教育施設について 

  市内小中学校の校舎等は、ほとんどが合併以前に建設されたもので、築 30 年を

超える施設が全体の約 81％を占め(図 10 参照）、老朽化も進んでいます。これまで、

年次計画で大規模改修や耐震補強を施してきましたが、児童・生徒の安心・安全の

確保の上では、新築等も含め引き続き計画的な取組を進めていく必要があります。 

  また、学習指導要領の改訂に伴う教科用備品の整備は進められたものの、老朽化

の激しい教育備品等児童・生徒の学習環境整備についても配慮が必要です。
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図10 建築経過年数別学校施設数の割合

中学校

小学校

 
 

 

②児童・生徒について 

  市内の児童・生徒数は、合併前から減少してきており、平成 11 年度に約 1 万人

だった児童・生徒数が、平成 30 年度には 6,000 人を下回っております（ｐ3 図 2

参照）。 

これに伴い、市内の小学校では各学年 1 学級の学校数が平成 26 年度から令和 2

年度まで、15 校（約 68％）から 18 校（約 82％）の間で推移する上に、平成 27 年

度からは、毎年複式学級規模となる学校も出てきます（図 11 参照）。 

文部科学省では、児童・生徒の学習効果や交友関係による社会性の育成を図る上

で、1 学年 2 学級以上が望ましいという基準を示しています。しかし本市では、今

後、この基準を満たす小学校は約 14％にとどまっていることから、教育活動の制約

等、様々な弊害が起きることも心配されています。 

また、中学校においても 1 学年 2 学級に満たない学校が約 40％（図 12 参照）あ

り、生徒が求める学習や部活動の環境を十分に提供できないなどの現実がありま

す。 
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※加配措置により現在は解消されている。 

 

③学校運営について 

  学校が保護者、地域住民等の信頼に応え、絶えずその運営の改善と教育水準の向

上を図るため、各学校の教育活動の状況について点検・評価を行い、その結果につ

いて保護者等に積極的に情報を提供していく学校評価制度が導入されています。 

  現在、全ての小学校・中学校において、自己評価による学校評価と保護者等の学

校関係者による評価が行われています。今後、評価項目を工夫するなど学校評価の

更なる充実が必要です。 

 学校が保護者や地域住民の要望や期待にきめ細かく対応していくため、各校によ

る取組を支援し、地域に根ざした特色ある教育活動を推進することができるよう

な「地域とともにある学校」づくりが必要です。 

 

 

 

R1 

R2 

R1 

R2 
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３ 家庭・地域の教育環境の現状と課題 

 

①家庭の教育環境について 

  家庭は、全ての教育の出発点であり、子どもの基本的な生活習慣、倫理観、自立

心、自制心等を身につける基盤になるものです。しかし、都市化、少子化、核家族

化の進行等子どもを育てる家庭環境の大きな変化によって、家庭の教育力が低下し

てきています。 

また、子どもへの接し方が分からず、子育てに不安や負担を感じている親が増加

しているとの指摘もあります。 

   

②地域の教育環境について 

地域社会は、集団のルール、社会性、規範意識、豊かな情操等を育む場として大

きな役割を果たしてきましたが、都市化、核家族化の進行、地域の結びつきの希薄

化等による地域の教育力の低下が指摘されています。 

宮城県が平成 26 年 12 月に実施した「県民意識調査」においても、「家庭・地域

の教育力の再構築」を「重要」であると見る人の割合が、登米圏域では 50％を超え

て県内で最も高くなっています。 

変化する社会の中で、自立する人間を育成するためには、地域社会を構成する各

関係者（学校、家庭、社会教育団体、企業、ＮＰＯ等）が協働し、子どもを育む仕

組みを意識的に再構築していくことが必要です。 

また、地域の人材等これまで蓄積されてきた教育資源の活性化、子どもの安全で

安心な居場所づくりなど、学校、家庭、地域の連携を進めながら、地域コミュニテ

ィの再生を進めるとともに地域の教育力を向上させることが求められています。 

 

 ③安全・安心の確保について 

 子どもの安全・安心については、これまでも通学時等における安全確保に努めて 

きましたが、交通事故のほか、不審者情報の増加など子どもの安全を脅かすような 

事件も発生していることから、引き続き保護者や地域住民との連携を図りながら、 

子どもの安全・安心の確保を進めることが必要です。 

また、東日本大震災から 10 年が経過し、震災に対する意識が風化しつつある状

況にあって、自らの命は自ら守ることや地域総ぐるみで防災・減災に取り組むこと

など新たな視点での防災教育の推進が求められています。 

  さらに、情報化の急速な進展により、児童・生徒の生活の中にスマートフォンや

インターネットが深く入り込んでいる実態があり、有害サイトが介在する犯罪やス

マートフォン等を使ったいじめなどが発生するなど、社会の変化に対応した安全・

安心の確保に向けて、学校、保護者のみならず、地域社会、関係機関が一体となっ

て取り組むことが重要となっています。 
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４ 生涯学習の現状と課題 

 

近年の登米市生涯学習を取り巻く状況は、社会経済の状況悪化による地方経済の

低迷、少子高齢化社会の進行など社会経済の悪化や、東日本大震災等の様々な要因

が重なり、ますます厳しさを増しています。 

教育委員会では、このような状況の中、「登米市教育基本方針」を基軸に、生涯に

わたって文化的で生きがいに満ちた人生を歩むために、自ら学び、郷土の歴史や培

われてきた文化をさまざまな場面で教示し、新たな文化・芸術を創造する、心豊か

で主体的に生きる市民の自立を目指すための施策を展開しています。 

また、公民館や図書館、歴史博物館などの社会教育施設を 38 施設、体育館や運動

場、市民プールなどの社会体育施設を 30 施設所管していますが、このほか、市長か

らの補助執行施設が 22施設あり、市民の多様な生涯学習ニーズに対応するため、指

定管理者制度を導入しながら適切な管理運営に努めています。 

これらの施設は、合併前の施設をそのまま引き継いでいるため、結果的に機能が

重複している状態となっているものがあるほか、経年劣化により修繕費等の維持管

理経費が増加するなど、多大な負担が必要となっています。こうしたことから、厳

しい財政事情の中で限られた資源を有効に活用することが、今まで以上に求められ

ており、適正な配置と効率的な管理運営に力を注いでいかなければなりません。 

このような環境の中、社会教育においては地域において自ら学ぶ市民への支援、

学びの拠点として、公民館等の自主管理、自主運営を図るため、指定管理者制度の

導入を進めてきました。平成 26 年 4 月からの森公民館への導入によって全ての公民

館において指定管理者制度での運営が始まっており、今後はその活動の活性化のた

めの支援が必要になってきています。 

社会体育では、市民の生涯スポーツの推進に重点を置き、市体育協会、総合型地域ス

ポーツクラブ、スポーツ少年団などのスポーツ関係団体への支援を行い、生涯スポー

ツの推進に努めてきました。今後も、各関係団体の運営課題の解決に向けて活動支援

を行っていく必要があります。 

文化振興では、優れた文化・芸術を鑑賞する機会を提供するため、巡回小劇場等を

開催しています。 

文化財保護においては、指定文化財への支援と周知を行い文化財の保存と活用を行

っているほか、埋蔵文化財包蔵地の適正な管理のため宮城県教育庁文化財課と連携し

た発掘調査を行っています。また、郷土芸能等の無形民俗文化財の保存伝承を目的

に補助金の交付等を行ってきましたが、各団体においては後継者の育成が喫緊の課

題となっています。 
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５ 教育の目指す姿 

 

変化の激しい社会にあって、人々が自立した一人の人間として生きていくために

は、「確かな学力」、「豊かな人間性」、「健康と体力」の３つの要素からなる「生きる

力」を確実に身につけていかなければなりません。同時に、社会の一員として、ふ

るさと登米が培ってきた歴史や文化を土台に、よりよい社会を創造する、心豊かで

主体的に生きる人間を育むことが求められています。 

人が幼少期から自ら学ぶことを楽しみ、生涯にわたって学び続けるためには、大

人たちの励ましや支え、豊かな体験や出会いが必要です。こうした体験を通して、

人は自らが果たすべき役割に「気づき」「考え」「行動する」ことができるようにな

り、さらには将来を見据え、自らの夢や志の実現に向け、努力し続ける力を身につ

けることができます。 

このような育みは、学校・家庭ばかりではなく、社会全体の責務として、家庭・

地域・学校が強い絆のもと、一体となって取り組むことが必要です。また、地域課

題に向き合い、学びながら地域住民が歩み続けていくため、地域のリーダーの育成

を図り、地区コミュニティ組織との連携による教育環境の整備を進めていかなけれ

ばなりません。 

こうしたことから、登米市教育委員会が目指す姿を次のように設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◎ ふるさと「登米」を愛し、誇りを持ち、未来に向かって道を切り拓く、

心身ともに元気な「登米人」が育っています。 

◎ 自立・協働・創造する人づくりを基にした教育が展開されています。 

◎ 人々の強い絆のもとに、生きがいを持ち、生涯にわたって学び続け、

文化や伝統を守り、育む地域社会が形成されています。 

目指す姿 
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６ 計画の目標 

 

 

 

 

☆ 変化の激しい社会の中にあって、たくましく社会を生き抜くために必要な知識・技

能を身につけさせます。 

☆ 社会の中で自らが果たすべき役割を認識し、その実現のために自己理解の上に立ち、

主体的に行動できる人づくりを進めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

☆ ふるさとを守り、育ててきた先人の思いを大切にし、これまで積み重ねてきた文化

や規範を尊重する人づくりを進めます。 

☆ 思いやりや助け合いの心を育み、他者と適切な関係を築きながら、ともに次代を支

える人づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

☆ 家庭・地域・学校それぞれの教育力を充実させ、相互に連携しながら人づくりを進

める仕組みをつくります。 

☆ 豊かな地域の教育資源を有効に活用し、社会全体で子どもを守り育てる環境をつく

っていきます。 

 

７ 施策の展開 

 

（１）基本的方向 

 

 

 

 

 

 

 

 

自らの夢の実現に向けて、自ら「気づき」「考え」「行動」できる、たくまし

い人間を育みます。 

目標 １ 

私たちが生まれ育つ「登米」の素晴らしさを認識し、歴史が培ってきた文化

や規範を尊重するとともに、思いやりの心にあふれた人と人とのつながりの深

い社会をつくります。 

目標 ２ 

家庭・地域・学校の教育力の充実と連携の強化を図り、生涯を通じて学び続

けることができる環境をつくります。 

目標 ３ 

基本方向① 豊かな人間性や社会性と健やかな体の育成 

基本方向② 学ぶ力・自立する力の育成と地域教育力の充実 

基本方向③ 特別な支援を必要とする子どもへのきめ細かな教育の推進 

基本方向④ 信頼され魅力ある教育環境づくり 

基本方向⑤ 家庭・地域・学校が協働して子どもを育てる体制づくり 

基本方向⑥ 生涯にわたる学習・文化・スポーツ活動の推進 
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（２）重点的取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①基礎的な学力の定着と活用する力の伸長 

②小・中・高等学校を通じた「志教育」の推進 

③感性豊かでたくましい心を持つ子どもの育成と支援 

④健康な体づくりと体力・運動能力の向上に向けた支援 

⑤一人一人の教育的ニーズに応じた教育の推進 

 ⑥教員が学び続けるための体系的な研修の推進 

 ⑦児童生徒の実情に応じた望ましい学習環境の整備 

 ⑧開かれた学校づくりの推進 

 ⑨家庭・地域・学校の連携強化と、地域と学校との協働による学

校支援の仕組みづくり 

⑩社会教育施設の整備・充実 

⑪市民のニーズに応じた生涯学習活動への支援 

⑫学びの成果を地域に生かすための支援 

⑬スポーツ団体の育成と競技力の向上に向けた支援 

⑭文化・芸術の鑑賞会や発表の機会の充実と支援 

⑮文化財の調査・研究、保護・保存と継承の推進 
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②小・中・高等学校を通じた「志教

育」の推進
③感性豊かでたくましい心を持つ

子どもの育成と支援

⑤一人一人の教育的ニーズに応

じた教育の推進
⑥教員が学び続けるための体系

的な研修の推進

⑧開かれた学校づくりの推進
⑨家庭・地域・学校の連携強化と、

地域と学校との協働による学校支

援の仕組みづくり

⑪市民のニーズに応じた生涯学

習活動への支援 ⑫学びの成果を地域に生かすた

めの支援

⑮文化財の調査・研究、保護・保

存と継承の推進

⑭文化・芸術の鑑賞機会や発表

の機会の充実と支援

Ⅲ 基本的方向

Ⅱ 計画の目標

①基礎的な学力の定着と活用す

る力の伸長

④健康な体づくりと体力・運動能

力の向上に向けた支援

⑦児童生徒の実情に応じた望ま

しい学習環境の整備

⑩社会教育施設の整備・充実

⑬スポーツ団体の育成と競技力

向上に向けた支援

Ⅳ 重点的取組

 


